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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理室の内側に配置された試料台上に載置された試料を、前記処理室内に生成したプラ
ズマを用いて処理するプラズマ処理装置において、
　前記処理室内に着脱可能に取り付けられた部材を備え、
　前記部材は、前記プラズマと接する側の表面に被覆された耐プラズマ性の高い材料また
はこれらの混合材から構成された第１の被膜と前記処理室内に取り付けられる面を被覆す
る第２の被膜であって前記第１の被膜の耐プラズマ性の高い材料またはこれらの混合材よ
りも強度の高い材料からなる第２の被膜とを有し、前記第１および第２の被膜同士の境界
部では、前記第１の被膜が前記第２の被膜の上面を覆うように被覆されるとともに、それ
ぞれ被膜がそれぞれの境界に向かうにつれてその厚さが薄くされたプラズマ処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のプラズマ処理装置であって、
　前記第１の被膜は、Ｙ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３またはＹＦ３を主成分とした材料あるいはこ
れらの混合材から構成されたことを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のプラズマ処理装置であって、
　前記Ｙ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３またはＹＦ３を主成分とした材料あるいはこれらの混合材か
ら構成された被膜が溶射されて被覆され、該被膜の表面がフッ素樹脂、ＳｉＯ２、ポリイ
ミドまたはシリコーンを用いた封孔処理が施されたことを特徴とするプラズマ処理装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体製造プロセス等の微細加工に適用されるプラズマ処理装置に係り、特
に、処理室壁面の損傷が少なく、長期にわたり安定した微細加工が可能なプラズマ処理装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコンウエハなどの被加工板材（以下ウエハと記述）を加工して半導体デバイスを製
作する半導体製造装置として、プラズマＣＶＤやプラズマエッチング装置などのプラズマ
処理装置が広く使用されている。近年、デバイスの高集積化に伴い回路パターンは微細化
の一途をたどっており、これらのプラズマ処理装置に要求される加工寸法の精度は、ます
ます厳しくなっている。さらに、デバイスの構成材料の多様化に伴って、エッチングレシ
ピも複雑となり長期量産安定化も重要な課題となっている。例えば、プラズマ処理装置で
は、フッ化物や塩化物、さらには臭化物などの反応性ガスのプラズマを用いるために、処
理室壁面が化学的及び物理的に侵食される。そのため、ウエハ処理枚数の増加に伴って、
処理室内の化学組成や高周波伝播が徐々に変化して、長期的に安定した処理が不可能とな
る場合がある。また、侵食された処理室の壁面部材とプラズマ中の活性なラジカルが化学
反応を起こし、処理室内壁に異物として再付着する場合もある。内壁に再付着した異物は
、エッチングを繰り返すことで次第に厚さが増し、最悪の場合は異物がウエハ上に剥がれ
落ちて製品不良を引き起こすことがある。
【０００３】
　このような問題を対処するために、プラズマ処理装置では、処理室内壁やステージなど
の部材の表面に、化学反応に安定な陽極酸化処理（いわゆるアルマイト）を施す（一般に
厚さは２０マイクロメータ）ことが、典型的に行われてきた。しかしながら、さらに長期
間にわたって安定して処理を続ける上で、アルマイトの耐プラズマ性は十分ではないこと
が指摘されている。
【０００４】
　これに対して、プラズマ処理装置の処理室壁面に耐プラズマ性材料を被覆することも行
われている。たとえば、特許文献１では、処理室内に配設されている部材の表面にフッ化
イットリウム（ＹＦ３）を形成、又は焼結したフッ化イットリウムを用いる方法が開示さ
れている。
【０００５】
　さらに、特許文献２では、プラズマ処理装置の処理室壁面の少なくとも表面は周期律表
第２Ａ属元素の単体又はその化合物からなる材料で被覆した構造が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－２５２２０９号公報
【特許文献２】特許第３４２６８２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記従来技術において、従来から用いられてきたアルマイトでは、長期間にわたり安定
した処理を保証する目的からは、耐プラズマ性が不十分であった。さらに、アルマイトが
削れて生じたアルミニウムによって被処理対象である半導体ウエハ表面に汚染が生じてし
まうことが指摘されていた。
【０００７】
　また、特許文献１，２等に開示された技術は、耐プラズマ性の観点からは有効ではある
が、部材の耐熱、耐久性や、高寿命および製作上の配慮がなされておらず、耐プラズマ性
材料の効果を充分に引き出しているとは言いがたい。
【０００８】
　例えば従来技術１～２では、試料台内に配置された電極により静電吸着された半導体ウ
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エハ等の試料に対して生じたプラズマの電位の不均一や偏りによって、特定の部分が他の
部分よりも多くプラズマの入射を受けて削れてしまう。つまり、プラズマの入射が集中す
る部位が、部材の交換時期、ひいては装置の稼働率や効率に大きく影響を与え、他の部分
では交換時期に達していなくとも交換を行わなければならず、部材の交換時期が来てしま
うという問題点については考慮されていなかった。
【０００９】
　また、上記の従来技術では、こうしたプラズマに晒される処理室内部の部材の形状につ
いて、その変形を十分に考慮して形状が決定されていなかった。
【００１０】
　さらにまた、上記の従来技術では、処理室内に耐プラズマ性を有する部材を取り付ける
作業を考慮した適切な構成については考慮が不十分であった。
【００１１】
　本発明の目的は、長期間安定して被処理対象の試料を処理できるプラズマ処理装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、処理室の内側に配置された試料台上に載置された試料を、前記処理室内に生
成したプラズマを用いて処理するプラズマ処理装置において、前記処理室内に着脱可能に
取り付けられた部材を備え、前記部材は、前記プラズマと接する側の表面に被覆された耐
プラズマ性の高い材料またはこれらの混合材から構成された第１の被膜と前記処理室内に
取り付けられる面を被覆する第２の被膜であって前記第１の被膜の耐プラズマ性の高い材
料またはこれらの混合材よりも強度の高い材料からなる第２の被膜とを有し、前記第１お
よび第２の被膜同士の境界部では、前記第１の被膜が前記第２の被膜の上面を覆うように
被覆されるとともに、それぞれ被膜がそれぞれの境界に向かうにつれてその厚さが薄くさ
れたプラズマ処理装置である。
【００１３】
　また、本発明は、前記第１の被膜は、Ｙ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３またはＹＦ３を主成分とし
た材料あるいはこれらの混合材から構成されたプラズマ処理装置である。
【００１４】
　そして、本発明は、本発明は、前記Ｙ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３またはＹＦ３を主成分とした
材料あるいはこれらの混合材から構成された被膜が溶射されて被覆され、該被膜の表面が
フッ素樹脂、ＳｉＯ２、ポリイミドまたはシリコーンを用いた封孔処理が施されたプラズ
マ処理装置である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、長期間安定して被処理対象の試料を処理できるプラズマ処理装置を得
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明を実施するための最良の形態を説明する。
　以下、本発明のプラズマ処理装置について、図示の実施の形態により詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施例に係るプラズマ処理装置の断面図である。図１に示すプラズ
マ処理装置は、処理室１００、その上部に電磁波を放射するアンテナ１０１を、下部には
半導体ウエハＷなどの被処理体である試料を載置する保持ステージ１５０を備えている。
アンテナ１０１は、真空容器の一部としてのハウジング１０５に保持され、アンテナ１０
１と保持ステージ１５０は平行して対向する形で設置される。
【００２１】
　処理室１００の周囲には、たとえば電磁コイルとヨークよりなる磁場形成手段１０２が
設置されている。
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【００２２】
　保持ステージ１５０は、一般に静電吸着電極と呼ばれているものである。図１に示すよ
うに、静電吸着電極である保持ステージ１５０は、アルミニウム製の電極ブロック１５１
、誘電体膜１５２、それにアルミナ製の電極カバー１５３で構成される。図示していない
が、電極ブロック１５１内には、温調ユニット１０９において所定の温度に調節されて供
給された冷媒が循環する流路４が形成されている。アルミナ製の電極カバー１５３は、誘
電体膜１５２を保護するためのカバーである。静電吸着電極である保持ステージ１５０の
大きさは、１２インチ（直径３００ｍｍ）の半導体ウエハＷを対象とした場合には、直径
が３４０ｍｍで、全体の厚さが４０ｍｍである。電極ブロック１５１は、高電圧電源１０
６とバイアス電源１０７がそれぞれ接続されている。誘電体膜１５２には、放射状に伸び
る直線状のスリットと、これに連通した複数条の同心円状のスリットとが設けてあり、こ
れらに連通して開口されたガス導入孔から伝熱用のＨｅガスが導入され、これらスリット
（及びこの誘電体膜１５２）とこの上に載置される被処理体である半導体ウエハＷとの間
に形成される空間に両者の熱伝達を行うためのＨｅガスが導入され、半導体ウエハＷの裏
面に均一な圧力のＨｅガス（通常１０００Ｐａ程度）が充填される。
【００２３】
　本実施例に示す誘電体膜は、厚さは０．１ｍｍの溶射法で形成したアルミナセラミック
スからなり、この誘電体膜１５２の材質や厚さは、この例に限られたものではなく、例え
ば合成樹脂の場合は、それに応じて０．１ｍｍから数ｍｍの厚さが選択できる。また、こ
の誘電体膜１５２内部には、前記した被処理対象である半導体ウエハＷを誘電体膜１５２
（保持ステージ１５０）上に吸着して保持するための電圧が印加される薄膜状の電極が設
けられている。
【００２４】
　処理室１００は真空排気系１０３により、１００００分の１Ｐａの圧力の真空を達成で
きる真空容器である。被処理体のエッチング、成膜等の処理を行なう処理ガスは、図示し
ないガス供給手段から所定の流量と混合比をもって処理室１００内に供給され、真空排気
系１０３と排気調整手段１０４により処理室１００内の圧力が制御される。本発明のよう
なプラズマ処理装置では、一般に、エッチング中の処理圧力を０．１Ｐａから１０Ｐａ以
下の範囲に調整して使用することが典型的である。
【００２５】
　アンテナ１０１には、マッチング回路１２２を介してアンテナ電源１２１が接続される
。アンテナ電源１２１は、３００ＭＨｚから１ＧＨｚのＵＨＦ帯周波数の電力を供給する
もので、本実施例ではアンテナ電源１２１の周波数を４５０ＭＨｚとしている。静電吸着
電極Ｓには、静電吸着用の高電圧電源１０６と、たとえば２００ｋＨｚから１３．５６Ｍ
Ｈｚの範囲のバイアス電力を供給するバイアス電源１０７がマッチング回路１０８を介し
て、それぞれ接続される。また、静電吸着電極Ｓには、温度制御用の温調ユニット１０９
が接続される。なお、本実施例では、バイアス電源１０７の周波数を２ＭＨｚとしている
。
【００２６】
　このようなエッチング処理装置では、高周波の電界と磁場コイルの磁界との相互作用に
よって、処理室内に導入されたエッチングガスが効率良くプラズマ化される。また、エッ
チング処理に当たっては、ウエハに入射するプラズマ中のイオンの入射エネルギーを高周
波バイアスによって制御し、所望のエッチング形状が得られる。
【００２７】
　次に処理室１００の構成について、図２を用いて説明する。図２に、本発明に係わるプ
ラズマ処理装置の処理室１００の断面を詳細に示す。処理室１００は、少なくともその側
壁がアルミニウム製である内径６００ｍｍのチャンバー１と、チャンバー１に対してボル
ト２で締結されたアースカバー３、厚さ２５ｍｍの石英により構成された石英板４ａおよ
び石英板４ａ直下に位置するシャワープレート４ｂを備えている。
【００２８】
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アースカバー３には、後述する理由から、プラズマと接する面の表面に純度９９．９パー
セントのＹＢ２Ｏ３が溶射されて被覆されている。その他の部分の表面には、アルマイト
により被覆が施されている。このような構成の処理室では、アースカバー３がチャンバー
１と別部材となっているので、アースカバー３の交換やこれを含めた処理室内のクリーニ
ングが容易に行われ、クリーニングの作業が短縮され、ひいてはプラズマ処理装置の稼働
効率を向上させる。
【００２９】
　本実施例に示したプラズマ処理装置では、電磁コイルとヨークよりなる磁場形成手段１
０２により、図２中に示すような磁力線１３０が形成される。そのため、アンテナより印
加された高周波と磁力線１３０により、シャワープレート４ｂの直下には密度の高いプラ
ズマ１３１が生成される。さらに、生成されたプラズマは磁力線１３０によって拘束され
るので、磁力線１３０の延長上にあるアースカバー３表面のプラズマの密度も高くなる。
このとき、プラズマ処理装置では、バイアス電力を供給するバイアス電源、静電吸着電極
である保持ステージ１５０、プラズマ、アースカバー３表面との間で電気回路が形成され
る。この回路では、プラズマ密度の高いアースカバー表面が接地面になる。接地面である
アースカバー３の表面にはプラズマ中の電子が高速で移動するので、取り残されたイオン
により電場、すなわち、イオンシースが安定して生じる。したがって、アースカバー３で
は、イオンシース（電場）によりプラズマ中のイオンが入射するので、著しく侵食する。
また、イオンの入射のみならずプラズマ中の活性なラジカルで腐食も生じる。
【００３０】
　従来のプラズマ処理装置では、耐プラズマ性材料として陽極酸化処理（アルマイト）が
多く用いられて来たが、さらに長期間にわたって安定して処理を行える材料が求められて
いる。そこで、各種材料からエッチング処理装置の内壁材に適用しても、デバイスに影響
を及ぼさないことを確認したＹｂ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３およびＹＦ３と、現内壁材であるアル
マイトの耐プラズマ性を評価した。さらに、アルマイト（非結晶のＡｌ２Ｏ３）と同じ組
成である焼結で製作したＡｌ２Ｏ３、溶射法で製作したＡｌ２Ｏ３の耐プラズマ性も評価
した。なお、Ｙｂ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３およびＹＦ３は、溶射法による被覆膜とした。
【００３１】
　耐プラズマ性の評価実験では、角２０ｍｍの大きさの試験片を供した。アルマイトおよ
び溶射の試験片は、厚さ５ｍｍの高純度のアルミニウム表面に０．２から０．５ｍｍの厚
さに形成したものとし、焼結材のＡｌ２Ｏ３は厚さ０．５ｍｍのものとした。実験では、
まず、試験片をウエハ上に導電性接着剤で貼り付けた。次に、前記ウエハをプラズマ処理
装置内に搬入し、所定の時間プラズマを照射した。終了後、エッチングレートの測定およ
び表面様相を観察した。なお、試験片の厚さが材質毎に異なるが、イオンの入射量は本実
験の範囲では材質の厚さによらずイオンシースの抵抗と負荷した高周波のパワーで決まる
ので、影響が無い。
【００３２】
　結果の一例として、図３に塩素ガスのプラズマでエッチングした際のエッチングレート
を示す。同図は、図１に示したエッチング処理装置を用いて、圧力：０．５Ｐａ、Ｃｌ２

流量：１５０ｍＬ／ｍｉｎ、ＵＨＦのパワー：５００Ｗ、静電吸着電極のＲＦパワー：１
００Ｗとした条件でエッチングした結果である。この図３より、アルマイト、焼結材のＡ
ｌ２Ｏ３、溶射で製作したＡｌ２Ｏ３のエッチングレートには相違が認められずほぼ同程
度であることがわかる。さらに、Ｙ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３およびＹＦ３のエッチングレート
は、アルマイト、Ａｌ２Ｏ３に比べ、約１／３になっている。各試験片の試験前後の表面
を電子顕微鏡で観察したが、試験片によらず平滑な様相を示し、化学的な反応が顕著に生
じている様相は認められなかった。なお、フッ素系や塩素系の多種にわたる条件でも同様
な結果が得られた。
【００３３】
　さらに、図４に静電吸着電極のＲＦパワーとアルマイトのエッチングレートの関係を示
す。同図は、図３に示した条件を基本に、静電吸着電極のＲＦパワーを変化させた場合の
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レートの変化を示している。同図より、エッチングレートはＲＦパワーの増加に伴い速く
なることがわかる。これは、エッチングレートがスパッタによる侵食で決まっているため
である。したがって、アルマイト、焼結材のＡｌ２Ｏ３、溶射で製作したＡｌ２Ｏ３のエ
ッチングレートに相違が認められなかったこと、Ｙ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３およびＹＦ３のエ
ッチングレートが、Ａｌ２Ｏ３に比べ、１／３になったのはスパッタが主とした侵食作用
がエッチングレートになっていたためである。このことから、重い元素ほど、処理室壁面
の壁材として最適であると考えられる。
【００３４】
　図５に、本実施例のプラズマ処理装置に用いられるアースカバー３の断面図を示す。同
図に示すアースカバー３は、そのプラズマと接する表面に純度９９．９パーセント、厚さ
２００ミクロンのＹｂ２Ｏ３が溶射された膜（以下Ｙｂ溶射膜と略す）３１が形成されて
おり、その他の部分の表面には、厚さ２０ミクロンのアルマイト膜２が施されている。
【００３５】
　前述したように、Ｙｂ溶射膜３１はアルマイト膜３２（非晶質のＡｌ２Ｏ３）に比べ、
元素が重いためにスパッタレートが低いことから、Ｙｂ溶射膜３１の被覆をアースカバー
３表面に施すと良いが、一方、必要以上の広範囲に溶射膜を施さない方がより好適なプラ
ズマ処理装置を得られるという知見を得られた。すなわち、溶射法は、高温に加熱した微
粒子を高速で対象の表面に吹き付けるもので、形成された溶射膜の表面の凹凸が大きく、
接触面や寸法の公差が厳しい部材の面については被覆後にその表面を研磨することが必要
となり、製作にさらに時間を要し、製造コストがアップしてしまう。
【００３６】
　さらには、強度及び信頼性の点から見て、溶射膜は、図６に示すように、半溶融した粒
子の固まり３３が層状になって形成しているため、せん断力に対して充分な強度を備えさ
せることは難しく、表面からの被覆材料が欠け、剥げ等脱離を生じやすい。例えば、アル
マイトと溶射膜のせん断強度を比較したが、アルマイトは溶射膜の５倍程度の強度を有し
ていることを確認している。したがって、本実施例で示したアースカバー３のボルト締結
部のような個所では、プラズマからの入熱でアースカバー３が膨張した際にせん断力が生
じ、溶射膜が剥離してしまう虞が有り、この剥離した溶射膜が行っている半導体ウエハの
処理に悪影響を及ぼす可能性がある。
【００３７】
　一方、相対的にアルマイトはＹｂ膜と比べ製作が容易で、強度も大きくすることができ
る。例えば、アルマイトは電解液中で化学的に反応させて成膜するので、製法条件を任意
にすることで容易に硬さ、膜厚を調節してその膜の被覆を形成することができる。また、
柱状にアルマイトが成長しているので、せん断にも強く、締結部のような場所に用いても
過大なクラックを生じることが少ない。
【００３８】
　以上のような理由から、プラズマと接する面には、Ｙｂ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３およびＹＦ３

等の耐プラズマ性に優れた材料を形成し、プラズマと接しない面には、膜厚の管理が容易
で、かつ強度に優れたアルマイトを施すことが好ましい。なお、アースカバー３の形状は
、図５に示したものに限定されるものではなく、たとえば、図７（ａ）に示すように、プ
ラズマによる侵食の厳しい領域のみにＹ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３およびＹＦ３等の耐プラズマ
性の材料を被覆しても良い。また、図７（ｂ）に示すようにハンドリング性、再生利用を
考慮して分割した構造としても良い。あるいは、アースカバー３のうちで、こうした耐プ
ラズマ性を有する材料を被覆する部位を１つの部材として構成して、他の部位と別体で構
成してその表面にＹｂ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３およびＹＦ３等の耐プラズマ性に優れた材料を被
覆して、他の部位の箇所と組み合わせて構成しても良い。
【００３９】
　次に、アルマイトと溶射膜との境界の形構造について、記述する。アルマイトは、アル
ミニウム（Ａｌ）を陽極として希硫酸や蓚酸水溶液中で、電気分解により、Ａｌ表面に酸
化皮膜を形成する手法である。一方、溶射膜は高温の粒子を吹き付けて製作するものであ
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る。その付着強度は、主にアンカー効果によるものである。このようなアルマイト、溶射
膜をアースカバー３に成膜する手順を図８に示す。同図（ａ）は、溶射膜を形成後にアル
マイトを形成する場合、同図（ｂ）は、アルマイトを形成後に溶射膜を形成する手順であ
る。
【００４０】
　同図（ａ）に示すように、溶射膜３１を形成後にアルマイト膜３２を形成すると、両者
の境界は明確になり加熱時にクラックが生じやすくなる。さらに、アルマイト成膜時の電
解液が溶射膜内に浸透し、残留することも懸念される。一方、同図（ｂ）に示すように、
アルマイト膜３２を形成後に溶射膜３１を形成すると、アルマイト膜３２の上に溶射膜３
１が覆うように形成されることから、明確な境界ができないので、クラックが生じにくい
。なお、アルマイト膜３２上に溶射膜３１を被覆する場合は、アルマイトの表面を若干粗
した方が、アンカー効果が増し、密着力も高くなるという効果を奏することができる。
【００４１】
　さらに、アルマイト３２と溶射膜３１の境界は図９に示すような構造が好ましい。同図
に示すように、アルマイトと溶射膜の境界それぞれの材質が徐々に薄くなるようにするこ
とで、両者の熱膨張係数が徐々に変化するので、耐熱性が著しく向上する。特に、形状が
不連続となるエッジ部でこのような構造とすることが好ましい。
【００４２】
　本実施例のアースカバー３のコーナー部は、形状的に特異点となっているため、電界が
集中しやすいという条件がある。本実施例に示したプラズマ処理装置では、アースリング
の上部のプラズマ密度が高いために、そのスパッタレートも速い（たとえば、プラズマ条
件にもよるが、スパッタ速度は２倍程度になることを確認している）。そのため、エッジ
部では他の箇所と比べて侵食が進みやすくなる。ここで、アースカバー３上の一部にアル
ミニウム母材が露出すると、他の面がまた十分にプラズマに対して耐久性を有しており使
用可能であったとしても、アースカバー３を交換せざるをえない。すなわち、こうしたプ
ラズマに面する箇所のコーナー部分での対プラズマ性がアースカバー３全体の寿命、装置
の稼働率や効率を決定することになる。
【００４３】
　本発明の実施例では、図１０に示すようにアースカバー３のコーナー部のエッジにおけ
る溶射膜３１の厚さを他の箇所より厚くすることで、アースカバー３全体の寿命が伸び交
換時期を長くすることができる。また、こうしたコーナー部は、特に、アースカバー３の
半導体ウエハＷ或いは保持ステージ１５０に近い側のコーナー部において、溶射膜３１の
厚さを厚くすることが必要である。このようなコーナー部の厚さは、溶射膜３１を、コー
ナー部を介して隣り合う面を各々溶射する際、このコーナー部を含めて成膜することで、
複数回数コーナー部が溶射され、溶射膜３１の厚さをコーナー部で厚く形成するようにし
てもよい。
【００４４】
　溶射膜では、層状になっているのでその境界が空洞になっている。そのため、この空洞
に水分が吸着しやすく、溶射した部材を真空中にそのまま設置すると、吸着した水分の放
出により真空排気に時間を要してしまう。さらに、プラズマ中で使用される塩素ガスなど
が溶射膜内の空洞に吸着し、そのまま大気開放すると、大気中の水分と塩素が反応して母
材に腐食を生じることもある。そのため、空洞を埋める封孔処理が重要である。封孔材の
材質としては、直接イオンのアタックがないので、耐プラズマ性よりエッチングに影響を
及ぼさない観点から選択すれば良い。特に、フッ素樹脂、ＳｉＯ２、ポリイミド又はシリ
コーン等が好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の一実施例に係るプラズマ処理装置の断面図。
【図２】本発明の一実施例に係るプラズマ処理装置内の処理室１００の断面図。
【図３】アルマイト、焼結で製作したＡｌ２Ｏ３、溶射法で製作したＡｌ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ
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３、ＹＦ３の塩素プラズマ中におけるエッチングレートを比較した図。
【図４】静電吸着電極のＲＦパワーとアルマイトのエッチングレートの関係を説明するグ
ラフ。
【図５】本発明の一実施例に係るアースカバーの断面図。
【図６】本発明の一実施例に係る溶射膜の断面様相を示す図。
【図７】本発明の一実施例に係るアースカバーの一例を示す断面図。
【図８】本発明の一実施例に係るアースカバーの製法手順を示す図。
【図９】本発明の一実施例に係る溶射膜とアルマイトの境界の形状を示す図。
【図１０】本発明の一実施例に係るアースカバーのエッチ部の断面を示す図。
【符号の説明】
【００４６】
　１…チャンバー、２…ボルト、３…アースカバー、４ａ…石英板、４ｂ…シャワープレ
ート、３１…Ｙｂ溶射膜、３２…アルマイト膜、３３…半溶融した粒子の固まり
　１００…処理室、１０１…アンテナ、１０５…ハウジング、１０２…磁場形成手段、Ｓ
…静電吸着電極、Ｗ…半導体ウエハ、１０３…真空排気系、１０４…排気調整手段、１０
６…高電圧電源、１０７…バイアス電源、１０８…マッチング回路、１０９…音調ユニッ
ト、１２１…アンテナ電源、１２２…マッチング回路

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】
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